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Ⅰ　研究の概要





１ 調査研究のねらい

　地域医療構想の大目標の一つには、在宅医療の充実が掲げられている。平成30年12月4

日の厚生労働省「医療計画の見直し等に関する検討会　在宅医療及び医療・介護連携に関す

るＷＧ　在宅医療の充実に向けた議論の整理」では、在宅医療は、増大する慢性期の医療ニー

ズの受け皿としての役割を期待されており、その充実について都道府県の取り組みや、保健

所の活用が重要であるとされた。同時に、在宅医療の取り組みについてのデータ分析の必要

性が強調された。

　令和元年度、本研究班では全国の保健所を対象に、管内の在宅医療について把握している

内容、充実方策および保健所の活動内容等を把握するため、アンケート調査を実施した。そ

の結果、管内の在宅医療関連データを把握している保健所の割合は、項目別に50～80%と比

較的高い割合であり、回答した保健所の6割程度は、在宅医療の評価指標を持ち、訪問診療医・

訪問看護の体制の評価を行い、その不足についての解決策を一定持っていた。にもかかわら

ず、管内の在宅医療を具体的に充実させる関わりができている保健所は25％に過ぎなかった。

　この結果から、全国の保健所が在宅医療の評価指標をある程度把握していることは分かっ

たが、他県や他保健所との比較などを行うためには、コアとなるデータの標準化や共通化が

必要であることが分った。その上で、成果を上げている保健所の取り組みをもとに、訪問診

療供給の増加と質の向上を目指した在宅医療体制構築に保健所が取り組める手法を、都市部

と郡部等の医療状況に分けて、複数提案する必要があるとの結論に至った。

　そこで、令和2年度、当研究班では、在宅医療についてコアとなるデータの標準化や共通

化を目指し、他県や他保健所との比較を行うこととした。その上で、可能な範囲で在宅医療

体制構築に保健所が取り組める手法を、都市部と郡部等の医療状況に分けて提案したいと考

えた。

２ 調査研究の方法

　コロナ禍のさなかであったため、班会議を複数回開催することが困難であったため、在宅

医療についてコアとなるデータの標準化や共通化を目指し、研究班員間のメールでの意見交

換を続けた。その中で、地域医療情報システム（Japan Medical Analysis Platform：JMAP）

日本医師会というツールが、都道府県、二次医療圏、市町村別に人口動態、医療・介護のデー

タをバランス良く知ることができ、かつ、各データを全国平均や他地区との比較できるこ

とが分った。これに加え、入院・外来患者推計（2010～2040）、人口推移（1990～2040）等を

簡便に知ることができる地域別人口変化分析ツール (All Japan Areal Population-change 

Analyses ： AJAPA)　産業医科大学　公衆衛生学教室を活用した（ともにⅡを参照）。これら

のツールを用いてパワーポイントを定型化した上で、研究班員の勤務する保健所管内の在宅

医療データの標準化や共通化を試みた。
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３　研究の体制 ・ 経過

　（1） 研究の体制

　 氏　　名 所　　属

分 担 事 業 者 逢 坂 悟 郎 兵庫県丹波保健所

事 業 協 力 者 大木元 　繁 徳島県三好保健所

事 業 協 力 者 福 永 一 郎 高知県安芸福祉保健所

事 業 協 力 者 杉 澤 孝 久 北海道帯広保健所

事 業 協 力 者 中 川 昭 生 福島県福島市保健所

事 業 協 力 者 福 内 恵 子 東京都品川区保健所

事 業 協 力 者 岡 本 浩 二 埼玉県川口市保健所

事 業 協 力 者 上 野 明 則 島根県雲南保健所

事 業 協 力 者 加 治 正 行 静岡県静岡市保健所

事 業 協 力 者 柳　  尚 夫 兵庫県豊岡保健所

事 業 協 力 者 中 本  　 稔 島根県出雲保健所

事 業 協 力 者 長 井  　 大 鳥取県鳥取市保健所

事 業 協 力 者 中 原 由 美 福岡県宗像・遠賀保健所

事 業 協 力 者 田 中 雅 人 福岡県福岡市博多区保健所

アドバイザー 白 井 千 香 大阪府枚方市保健所

アドバイザー 宮 﨑  　 親 福岡県糸島保健所
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（2） 調査研究の経過

経　過 調査研究／検討内容等

第１回委員会
日時：令和2年8月23日（日）
　　　13：00～17：00
場所：ホテル新大阪　701会議室

１　開会
（1） 挨拶　分担事業者　丹波保健所　逢坂　悟郎
（2） 委員紹介
２　議題
（1） 今年度の研究の方向性
（2） 各研究班員の発表と議論
（3） 今後の方向性の確認

令和2年5月26日～7月3日 研究班員による定型パワーポイントの作成

令和2年7月3日～10月10日 研究班員間のメールによる意見交換

令和３年3月1日（月） 令和2年度　地域保健総合推進事業発表会
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４　まとめと考察
＜まとめ＞

１. 地域医療情報システム（Japan Medical Analysis Platform：JMAP）日本医師会という

ツールは、都道府県、二次医療圏、市町村別に人口動態推計、医療介護需要予想指数

（2015～2045）のみならず、現状の人口あたりの在支診数、在支病数や、医療・介護職数、

病床種類別の病床数、介護施設種類別の施設数等、地域の医療・介護情報をバランス

良く知ることができ、かつ、各データを全国平均や他地区との比較ができた。

 　これに加え、二次医療圏、市町村別に入院 ・外来患者数の推移（2010～2040）等を

簡便に知ることができる地域別人口変化分析ツール (All Japan Areal Population-

change Analyses ： AJAPA)　産業医科大学　公衆衛生学教室を活用した（ともにⅡを

参照）。これらのツールを用いてパワーポイントを定型化した上で、研究班員の勤務

する保健所管内の在宅医療データの標準化や共通化を試みた。

 　この結果、研究班員それぞれが勤務する保健所管内の現状および人口動態推計、医

療介護需要の将来像を改めて見直しつつ、他地域と比較することができた。

２. 郡部での在宅医療体制構築の特徴

 　郡部については、複数の保健所による在宅医療体制構築の実践例が存在した。取り

組みの手法をまとめると、開業医の高齢化が進み、新規開業がほぼ期待できない郡部

では、開業医のみでの訪問診療では2025年の需要に応えられない可能性が高い。こ

の状況を郡市医師会、保健所、市町村等にデータで示し、問題意識を共有した上で、

高齢の開業医でも在宅医療を継続できる仕組みを構築しつつ、新たに病院に在宅医療

への参入を促す対策を保健所から提案している。

（対策例）

① 200床未満の中小病院が、その一部を地域包括ケア病床へ転換した上で、在宅

医療に参入するように促す。

② 中小病院が在宅療養支援病院（在支病）を担い、在宅医療への参入と同時に開

業医の夜間往診の負担を軽減（バックベッド機能）するように促す。

③ 管内に中小病院がない（不足している）場合、管外の在支病と交渉し、管内の

在宅医療への参入を促す。

④ 200床以上の病院には、開業医の夜間往診の負担を軽減（バックベッド機能）

するために、在宅療養後方支援病院を担うように促す。

３. 都市部での状況について

 　保健所管内の在宅医療データの標準化や共通化により、都市部では全般に人口動態

推計、医療介護需要の将来像から訪問診療需要が増大することが推測された。しかし、

在宅医療体制構築への対策については、検討段階である保健所が多数を占めた。将来

的にどの程度の新規開業（特に在宅医療を専門に行う医療機関）が見込まれるのかな
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どが不確定なことが、訪問診療供給推計の課題となっていた。

４. 東京区部についての意見交換において、平成29年に死亡した練馬区民のうち、自宅

死亡1,017人の46％が異状死で（30％は病死、自然死、16％は病死以外）であり、年間

468人の人が看取られることなく自宅で死亡していることが議論になった（出典： 平

成 30年度練馬区死亡小票分析報告書）。東京区部全域では、日本では珍しく不自然

死の検案・解剖を東京都監察医務院が実施しているので詳細な情報が蓄積されている。

東京都監察医務院によると、2000年の東京区部における自宅死亡数は7,636人であり、

そのうち2,454人が異状死（32.1％）であった。2011年の東京区部における自宅死亡数

は1万2,688人であり、そのうち4,490人（35.4％）が異状死であった。練馬区に限らず、

東京区部全域において長期的に異状死が漸増しつつあるという事実に驚かされた。

＜考　察＞

１. 今回、地域医療情報システム、地域別人口変化分析ツールを活用し、これらのツール

を用いてパワーポイントを定型化した上で、研究班員の勤務する保健所管内の在宅医

療データの標準化や共通化を試みた。この形式で、研究班員の保健所が所管する地域

を比較検討したところ、人口動態推計、医療・介護需要推計、現在の医療・介護資源

などについて比較検討でき、有益な情報が得られ、定型化することの意義が確認でき

た。

２. 郡部については、開業医の高齢化が進み、新規開業がほぼ期待できない場合は、開業

医のみでの訪問診療では2025年の需要に応えられない可能性が高い。この場合、管

内の中小病院に診療報酬上のメリットを説明し在宅医療への参入を促すことが常道で

ある。仮に中小病院が管内にない場合は、管外の中小病院と交渉し、管内の在宅医療

に参入を促すことが必要である。いずれにしても、ある程度の郡部においては、開業

医による在宅医療に加え、中小病院の活用が必要となる場合が多い。

３. 研究班員には都市部の保健所長が複数含まれ、保健所管内の在宅医療データの標準化

や共通化により、都市部の現状と将来像についての課題は確認できた。しかし、課題

はある程度明確になったものの在宅医療体制構築への対策について検討段階の保健所

が多数を占めた。今後、都市部では2025年以降も在宅医療の需要は大きく増加する

ことが見込まれ、訪問診療の供給増加と質の向上は避けては通れない問題である。

 　厚労省から好事例とされている千葉県の中核市では、在宅医の育成やグループ診療

を進めているが、市保健所は関与していない模様である。医師会との交渉には医師で

ある保健所長がいる保健所を活用する方がスムーズに事業が進むと思われるが、昨年

度の調査において、中核市型、特別区型などの都市部の保健所の半数が在宅医療体制

構築に関与していないと回答していた。今後、都市部における保健所の在宅医療への

役割を見直す必要があると考える。
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４. 東京区部における異状死の多さは、地域住民のつながりの薄さが要因と考えられ、か

つて地方から東京に移り住んだ人々が、地元住民との人間的つながりを形成できない

まま過ごしてきた結果であると推測する。

 　この問題は、在宅医療とは直接関係ないが、この異状死が比較的多いなかで訪問診

療の需給バランスが取れている状況、近隣とのつながりの薄さと孤立化傾向の住民の

存在により訪問診療・在宅看取りの需要がかなり減少している現状をどう考えればい

いのか課題が残った。

 　東京区部における異状死の多さは、驚きであったが、他地域でも同様の現象が起き

ていないか確認する必要がある。幸いすべての保健所には死亡個票があるので、これ

を繰って自宅死の人数を得た上で、監察医から死体検案した異状死数を得れば、自宅

死のうちで看取られずに死亡した人の割合を知ることができる。

 　我々保健所が「住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、

介護、日常生活の支援が包括的に確保される」地域包括ケアシステム（2013社会保障

改革プログラム法より抜粋）を目指すのであれば、都市部において東京区部、市町村、

社協などを保健所が支援して地域住民のつながりを再構築することで異状死を減少さ

せる努力をするべきであろう。その結果、在宅医療に結びつく住民が増加することを

見越して、将来的に訪問診療の供給を増加できるように、都市部の保健所が地域事情

に合わせて、在宅医療体制構築の支援に取り組める手法を身につける必要がある。
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Ⅱ　在宅医療データの標準化 ・ 共通化ツール
　　 （奈良市を例に）





の 管内 を の
を いて しました。

地域医療

（ ： ） 医

地域 人 ツール

( )

医

保健 計年 人 計

の の （ 、保健所独自 ）

地域医療
（ ： ）

医 （ ）

「 、 医 、 医 、自地域の の医療

介護の 供 の 、ツール

」 の で

保健所 の 医 ので、 のツール
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地 から を

の「 地域」 、
医療 の

で

市の をみると
276.9

調査

人 （2010年） 366 591人

（2015年） 360 310人

人

（2010 2015年） 1.71

（ ） 0.75

（65 ・2015年） 28.70

（ ） 26.60

人

（2015年） 1 301.00人

（ ） 3 0.80人

（ ） 地域：

（ 地域 で ）
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市の将来 人口（人）

■0〜14歳 ■15〜39歳 ■40〜64歳
■65〜74歳 ■75歳以上

市の医療介護需要
（2015 100）

医療： 医療：

介護： 介護：
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地域医療資源

(人 10 人 )

療 診療所1 0 0.00 0.16

療 診療所2 11 3.05 2.59

療 診療所3 30 8.33 8.92

療 診療所 計 1 11.38 11.67

療 病院1 0 0.00 0.16

療 病院2 1 0.28 0.30

療 病院3 1.11 0.71

療 病院 計 5 1.39 1.17

計 26 7.22 9.0

計 66 18.32 1 .25

病床 の病床

(人 10 人 )

診療所病 97 26.92 73. 5

病院病 （ 計） 375 1 21 .23 1 216. 6

病

病

療 病
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の人

施設 の施設
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地域 人 ツール
( )

医

「医療計 医療の 構 （ 医療 定 ）」

、 で （ 医 医 ） 、 で

（ 医 院・医療 ） 推計

推計 結果 、 協 の （ 医 医

） ので

で で の で

・1:人 推 （1990 2040）
・2:年 人 推 （1990-2040）
・3:人 （1990 2040）
・4: 院・ 推計（2010 2040）

市の外来

推 推計（ 年 の で ）
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市の入院

院 推 推計（ 年 の で ）
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Ⅲ　事例報告
　　 （定型テンプレートを用いて）





療

＜在宅資源等の特徴＞

①療養病床が少ない（全国平均の ）

②在宅支援診療 が い（全国平均の2倍 ）

③在宅 り が全国で1 、施設外 が40

＜対策の特徴＞

①在宅 り の 持を し、 が を る体 の 持

②全 病院が地域 病床を持 診療 の在宅医療を る

Ⅰ

市
市 市

市

21



Ⅱ
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Ⅲ

0 1 15 39 0 6
65 7 75
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療
医療： 医療 医療：
介護： 医療 介護：

業

24



業

年
療 結 計
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年 療
は 年 で

⼈⼝ 万⼈

Ⅳ

• 市
市

•

•
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年 療
は 年 で

⼈⼝ 万⼈

市

27



市
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療 療 開 Ⅰ

療 療 開 Ⅱ
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27年 28年 29年 30年5 30年10 31年1 31年 1.6.

病院 30 5 5 5 45床 50床 50床 50床

病院 6 18 18 18 21床 21床 21床 21床

医療 ー 10 18 18 1 床 1 床 1 床 1 床

病院 50 50 50床 50床 50床 50床

医療 ー 22 27 2 床 2 床 2 床 2 床

病院 8 8 床 床 12床 12床

病院 16 16 1 床 1 床 1 床 1 床

医療 ー 12

計 36 73 177 182 1 5床 1 0床 19 206

療

30



療
丹波

＜在宅資源等の特徴＞郡部

①管内2市の在宅医療の主体が対照的（丹波市：開業医主体、丹波篠山市：病院主体）

②丹波市の人口当たりの療養病床は全国平均の2倍強。在宅医療を担う開業医は高齢化が進み、
今後の訪問診療の供給は減少見込み。地域医療構想どうりに療養病床削減が進むと2025訪問診
療需要に応えられない。

③丹波篠山市にある4病院は全て在支病であり、それぞれ病院、在宅医療・介護、施設を法人内
に持つ。訪問診療の供給は潤沢。

＜対策の特徴＞

①丹波市では、医師会の同意を得て、市と協働し、3病院（市内1、市外1、圏域外1）に将来の在

宅医療への参入を呼びかけ合意を得た。また、市内2病院が在宅療養後方支援病院になった。

②丹波篠山市の在支病は赤字体質のため経営基盤強化への支援の協議を市と開始。

丹波

丹波 Ⅰ

丹波 丹波市 丹
波篠⼭市 市 市

市 市 市

市 丹波市 丹波篠
⼭市 市

市 市

31



丹波 Ⅱ
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丹波

■0〜14歳 ■15〜39歳 ■40〜64歳
■65〜74歳 ■75歳以上

丹波
医療：丹波 域 医療：
介護：丹波 域 介護：（2015年 100）

33



丹波
業

丹波
業
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丹波 Ⅲ

丹波市

丹波篠⼭市

丹波
年 療

は 年 で

⼈⼝ 万⼈
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丹波 市 年
療 地域 計

丹波

（ ）

⼭

丹
波
市

丹
波
篠
⼭
市

市
年 療

は 年 で

⼈⼝ 万⼈
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丹波 Ⅳ

 丹波市
丹波篠⼭市

 市

 丹波市

 市

（ 75 1 人 定 ）

丹波 丹波
所定 （ 所 ） 68.20 79.05 77.82
所定 （ 定 ） 2.2 0 19.19

(75 1 人 )

介護 2.15 2.07 3. 7
所 介護 5.12 2.63 3.66

(75 1 人 人 )

介護 （ 人 ） 62.35 6 .72 76.53

：
地：
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丹波 Ⅴ－Ⅰ

• 丹波市

•

丹波 Ⅴ－Ⅱ
• 丹波篠⼭市

• 市

• 市 丹波市 丹波篠⼭市

• 市 丹波篠⼭市 市
市

丹波市 丹波篠⼭市

38



市
年 療

は 年 で
⼈⼝ 万

訪問診療 診療
丹波市

（⼈⼝6.7万⼈ ） 2015 10
丹波篠⼭市
（⼈⼝4.3万⼈ ）

199 222

1
70

272

0

50

100

150

200

250

300

350

00

50

500

2015 2025供給 2025需要

1

151 135

3

0

50

100

150

200

250

300

350

00

50

500

2015 2025供給 2025需要

診療所

病院

（人）

153157

(2.8倍)

292
260

2015供給、2025供給推計：2015丹波保健所独自調査
2025需要：2017年医療・介護「協議の場」での確定結果

地域医療構想推計ツール
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療を る診療 年
丹波市

33%

27%

27%

13%

50

60

70 0

丹波篠⼭市

50

13%

33%
29%

25%

60

70 0

、丹波 の 医 0 、70 、

2015丹波保健所独自調査

丹波市 訪問診療を期待できる新規開業は6年で3名

年
年

年
診療所

診療 医療

25

26

27

28 1 診

29 0

30 0

丹波 で 診療 で 医 2年 1 で 、 50
の で、 医療 の 1 で （所 ）
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市

0

2

10

12

1

丹波市 丹波篠⼭市 丹波

27 （ ）

2 （ ）

2 （ ）

30 （ ）

保健 計年 人 計

市

0

5

10

15

20

丹波市 丹波篠⼭市 丹波

27 （ ）

2 （ ）

2 （ ）

30 （ ）

保健 計年 人 計
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市

0

5

10

15

20

25

30

35

丹波市 丹波篠⼭市 丹波

27 （ ）

2 （ ）

2 （ ）

30 （ ）

保健 計年 人 計

療 療 開 Ⅰ

丹波市 市

丹波市

丹波市
丹波

市 市 市
丹波市
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丹波市 療
地域の

地域 ー
病（医療・介護 ）

療 療 開 Ⅱ
丹波篠⼭市

丹波篠⼭市
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療

丹波市
丹波篠⼭市

丹波市

市

丹波篠⼭市

44



療

＜在宅資源等の特徴＞

① ・ 病床の が （ ）

② 護、介護の資源・人

③入 院 の は 、訪問診療・ 診は

＜対策の特徴＞

① ・ 病床3 床 床に る の

② 参 の地域 進協議体

③市 との に応 た支援

Ⅰ

市 市 市
市
⼭
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保健医療
（ 保健所 ）

市

市

徳島県海陽町

Ⅱ

市 市
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1

市
市

（ ）
市

市
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Ⅲ

48



医療： 保健医療 医療：
介護： 保健医療 介護：

業

49



業

年
療 結 計
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年 療
は 年 で

⼈⼝ 万⼈

病床区分等 
病床数 

高知県計 安芸区域 中央区域 高幡区域 幡多区域 

医療 
療養 
病床 

療養病棟入院基本料１(20 対 1） 2,892 48 2,422 177 245 

療養病棟入院基本料２(25 対 1） 1,089 92 758 101 138 

回復期リハビリテーション病棟 688 0 561 42 85 

介護療養病床 1,863 36 1,513 128 186 

未届等 6 0 6 0 0 

合計 6,538 176 5,260 448 654 
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Ⅳ

Ⅴ

52



県
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27年 28年 29年 30年5 30年10 31年1 31年 1.6.

病院

計

Ⅵ
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る

市

市

Ⅶ

市

市
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年 療
は 年 で

⼈⼝ 万⼈

市
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市

市
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市
市

市

市
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（ ）

市

市
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療 療 開 Ⅰ

市

★意⾒交換会での協議の積み重ねが関係者のベクトル合わせにつながり、職種の役割
や現状をさらに知りたいとの声が広がっている

入退院調整ルール 成 果

30 11

60



圏域医療 ・介護支援 等に る 強会 び意見 会（ 開 ）
入 院 について

◆ から見る ◆ から見る

◆今後の み

・医療・介護 いの を に めてい

・圏域外での入 院 の を
・圏域外の医療 との

・ かかりつけ医療 等、 りの を る

な 得に がる

・ 入 の見 し
・ の

入 院 の ・ の

在宅支援 への

圏域外との入 院

なる の

・入 院の が なり、 な 院が減った
・ が れている
・介護支援 から病 への けが えた
・在宅支援 が に る 会が えた
・入 院に る の 得が えた

・医療 の 口が れた
・ いが 要と る が で た

の 化

・医療 と介護支援 の が まった

の構

入 院 の みが

れ を
支えてい を
つ り い
が いつつある ・ との について を

る。

（在宅支援 な地 的 、

の 等）

・医療と介護の に る
診療 ・介護 について

の を設ける。

・全 での みとなるため、
高齢 と し
してい 。

・ の開 等、 を
してい で に

を めてい 。

・ 開始から （ ）
であるため、今 は を

、 での を
る。

・ 経 を に
（介護支援 との協議、
医療 への訪問協議）を

施し、 協議の を
設ける。

の 、
協議の 施

との 、
かかりつけ医療 等
めた の 施

圏域外との

医療と介護の に
る みの

（ ）（ ）

（ ）
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療 療 開 Ⅱ

市

安芸圏域地域包括ケア推進協議体
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療 Ⅰ

市

療 Ⅱ

市

市
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　＜班員からの提案＞
○医療人材の確保については、一般に、県で本気で取り組んでいただく必要があろうか

と思います。都市部と言っても、人口が流入しない地方都市は厳しい時代が待ってい

ると思います。

　  制度もそうですが、対医師会や対大学に、県がバックアップするという信頼感が必

要であると思います。

○高知県の医師確保は、かなり長期的に確保してきまして、30代半ばくらいまでの医師

が大分増えてきました。学費はなんとかしなければなりませんが、生活費は大丈夫な

程度の奨学金貸与です。キャリア形成プログラムにより研修・ 進路も保障されていま

す。へき地医療ではない（何科でも選べる。行政医もＯＫ）、特定の大学指定ではない、

専門医資格が取れ、維持できる、一定の期間、都市部（高知市、南国市）勤務は制限さ

れるが、勤務先は県立病院・公的病院・公立診療所だけではなく私立病院・診療所も

一部ある、と言うところなど、キャリア形成に重点が置かれているところがポイント

です。

64



医療 構 の

郡部

の 要
管内は平 の合 で、 から 市 に

部に し、 国の の と る山 地域

管内人口 か（2020 ）

人口 3 035人

5 15 1 人 高齢化 41

（ 5 50人、 5 3 5人）

管内は 部 医療圏（1 5 ）と し、 病院は 病院（220床）

（ ：20 床（う 療 （ ） 床、高 療 （ ） 床、 病床20
床、 床、 病床 床）

在宅医療の進 は

地域 医療 協議会（ 医療 の進 、 ）

部地域医療構想 会議（ ）

市（ ）の地域 会議 か

65



2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 20 0年 20 5年

85
人

8.6 10.3 10.7 10. 12.7 15.2 16.5

0 8 37 905 33 965 30 783 28 06 2 781 21 6 2 19 000

85 3 569 3 880 3 680 3 251 3 598 3 887 3 760

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
0 000
5 000

人
口

（
人

）

保健所 の推計人

0 8

85

：地域で 、医療の 介護の需要
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0 200 00 00

療 診療所 計

人 10 人

療 病

人 10 人 病

所定 （ 所 ）

75 人 定

地域 の医療
（201 年11

医療

地域 、療 病 所 の介護 、 医療の ー

：

12 %

9 %

5 3%

12 7%

7%

3%

13 0%

7 2% 7 %

13 2%

9 0%

5 0%

13 7%

7 5%
7%

5 %

3%

1%

3%

9 1%

10 9%

9%

13 1%

5 9%

7 5%
1 2%

7 9%

0%
1 %

13 %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2 27 2 29 30

場所の推

人 ー の

自 の

： 「 医療 地域 ー 」

人 ー ： 護 人 ー 、
護 人 ー 、 人

ー 人 ー

自 ：自 の 、 ルー ー 、
ー （

、 人 ー
）

地域で 、自 の 、 人 ー の
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年 年 年 年

院 （ ）

保健所 保健所 保健所

波保健所 保健所 保健所

保健所 で 、医療 の 院 ー
、 で

地域医療構想での当圏域の （ ）
• 内の構想 域の で人口減少が であり、 が医療資源の

な 部へ している。 業に る病床の減少 い。

• 医療 高齢化が進み、病床 けではな 医療 の資源につい

ての議 が 要である と。病床 に して医療 が減少 ると

医療 供体 は 持で ない。

• 訪問診療に る医師が少ない。

• 在宅医療等への について、 宅と施設の を である。

• 高齢 人口当たりの特 養護 人 と介護 人 施設の が、 内

構想 域 であるが、どの うに してい か。

高齢 け 宅は が高 、 部では需要が少ないと見込まれる。

68



地域医療構想での当圏域の （ ）
• 医療と介護の のため、 への め市 の みが 要である。

• 部の 等の病院 びかかりつけ医 めた 化を える

要がある。

• 部地域に いては、今ある訪問 護 を 供 る 護 の質・

を 持で なけれ 、 宅を る とが、今 に し なる。

• 部地域に いては、 ど が えている地域がある とから、 在の人口

の がり方と、将来の がり方では減少 が なる と まえた で、将

来の医療 供体 を る 要がある。

• 部地域に いては、 の を持った病院に ける 地域

への など、地域の を まえた 化 化を

る とが 要である。
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療
＜在宅資源等の特徴＞

①療養病床が い（全国平均 り 25 い）

②介護施設 が少ない（全国平均 り で 25 、訪問 で 50 少ない）

③在宅 り が い（全国平均13 に対して 圏域10 ）

＜対策の特徴＞

①病院に る在宅医療への 体 の の 進

②人 の

③入 院 、診療

まめ 等の に る の

化の り の 進
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Ⅰ

市 市

市 市

市
来市

市

市

市

市

市

市

域

の

域

域

域

域

域

域
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Ⅱ

問
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療
療 療 療

療

業
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業

Ⅲ
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2年4

市

2年4
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JMAP
2018年11 療

10 は 2015年 で

JMAP
2018年11 療

10 は 2015年 で

⼈⼝ 万⼈
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Ⅳ
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⼈

⼈

⼈ ⼈
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Ⅴ

•

•

•

•
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療を る診療 年
年 療

39 0
0 9 5

50 59
0 9

70 79
0 3

2

6

診療

訪問診療
診療

年

JMAP 

⼈⼝ 万⼈
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2 29 30

%

2 29 30

%
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2 29 30

%

療 療 開 Ⅰ
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療 療 開 Ⅱ

市

療 療 開 Ⅲ
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市
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　＜班員からの提案＞
※雲南圏域において在宅医療構築支援を行う手順としての提案

○すでに行っていると思うが、在宅医療供給量調査で、診療所主体の在宅医療で2025年

供給見込みが需要推計を下回ること（30％）を、地域医療構想調整会議において参加者

で共有する。

○雲南市立病院に在宅療養後方支援病院になるように促し、バックベッド機能を持って

もらい、夜間往診のために高齢在宅医が在宅医療を継続できるようにする。

○200床未満の3病院に在宅療養支援病院となるように促し、バックベッド機能を持つと

ともに在宅医療に参入を促す。

○200床未満の3病院のなかに医療介護複合体（病院、施設、在宅医療・介護を複合的に

担う法人）があれば、在宅医・訪問看護（在宅医・訪問介護）連携を促し、在宅医の訪

問頻度を減少し、訪問診療患者数を増やす。（2/月の訪問を、1/2月にできれば4倍の

患者を診ることができる。すでに診療報酬で1/月訪問の管理料が現れ、訪問診療患者

数の増加を促している。）

療
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療
＜在宅資源等の特徴＞

①療養病床が い

②在宅療養支援診療 は、全国平均を っている

③ 宅での在宅 り は

＜対策の特徴＞

①地域の医療・介護 、市 等との で を得

ながら、在宅医療と介護の を進めている

Ⅰ

市 市 市
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市

療を る で 年 療 診療
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　＜班員からの提案＞
○在宅療養支援診療所等調査等で、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院、在医総管

等の他、訪問診療を実施している医療機関に対して、訪問診療患者数を含む実績調査

を行う。

○ＪＭＡＰの医療介護需要指数の2025年以降、5年毎の増加に対して、在宅医療に関す

る医療機関、人材確保等が、どの程度必要かを算出してはどうでしょうか。
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の について
調査

令和２年３月
福岡県高齢者地域包括ケア推進課

調査の概要について
1 目的

・本県の在宅医療の現状等を把握し、在宅医療にかかる連携体制構築の進捗状況の評価を行う。

・過去の調査結果と比較し、課題を分析することで、保健医療計画や在宅医療の推進に反映さ
せる。

３ 調査対象と回収率

令和元年7月1日現在、九州厚生局に以下の届出を行っている県内の医療機関を対象とした。

・在宅療養支援診療所 742か所/792か所 （回収率 93.7％）

【うち、宗像圏域 21か所/21か所 （回収率 100.0％）】

・在宅療養支援病院 74か所/80か所 （回収率 92.5％）

【うち、宗像圏域 1か所/2か所 （回収率 50.0％）】

・在医総管（診療所・病院） 399か所/438か所 （回収率 91.1％）

【うち、宗像圏域 12か所/12か所 （回収率 100.0％）】

２ 調査実施日

令和元年7月30日

※在医総管は、平成２９年度から調査対象としている。
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調査
調査対象数 回収数 回収率

福岡・糸島 376 345 91.8%
粕屋 46 43 93.5%
宗像 35 34 97.1%
筑紫 60 54 90.0%
朝倉 34 34 100.0%
久留米 167 155 92.8%
八女・筑後 46 44 95.7%
有明 75 75 100.0%
飯塚 41 41 100.0%
直方・鞍手 35 33 94.3%
田川 27 26 96.3%
北九州 326 291 89.3%
京築 42 40 95.2%
福岡県 1,310 1,215 92.7%
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療
市

市

＜医療資源等の特徴＞

①入院医療・外来医療、介護と に2040 まで需要が る

②人口当たり病床 等は全国平均と ると に少ない（医療資源は少な

い）

＜ 等＞

①在宅医療に る の 体 が る協議体 部会は 在 る

が、意見 が主であり、在宅医療の 進を 、協議

る に し なっていない。 れは、今後 が で る 地が

いにある。
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市 市

市 市
市 市

市
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＜班員からの提案＞

○在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院、在医総管、等の他、訪問診療を実施してい

る医療機関に対して、訪問診療患者数を含む実績調査を行い、ＪＭＡＰの医療介護需

要指数の2025年以降、5年毎の増加に対して、在宅医療に関する医療機関、人材確保等が、

どの程度必要かを算出してはどうでしょうか。

○医師会に委託している在宅医療サポートセンターにて往診医の登録や在宅療養支援

ベッドの確保等の基盤が出来ていることから、さらに訪問診療での代診医等、一般医

療機関の在宅医療への参入障壁を下げる取り組みを検討、提案してはどうでしょうか。

○医療、介護ともかなり足りなくなりそうですが、長期的な整備が必要になるかと思わ

れます。市場に委ねるのか（ことに介護）、ある程度公的にコントロールするのかとい

うところが、行政としてスタンスをとることが必要になるような気がします。

　　また、圏域人口が80万人ありますが、急性期・ 回復期（在宅医療を進める際のバッ

クベッド含む）もおそらく圏域内で完結しないように思います。広域で考えるかある

いは圏域内（市域内）で整備を考えるかと言うことも、重要になるような気がします。

※介護のコントロールは、市町村の介護保険事業計画で一定、計画量が示され、枠がか

かります。逆に言うと、足らないのであれば計画に方向を明示しなければなりません。
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療
市

市

＜在宅資源等の特徴＞
①在宅療養支援診療 を に、訪問診療 び りへの り みは全国 り

な れている
②今後の人口減少と後 高齢 に う医療介護需要の 化を見 えた対応

には がある

＜対策の特徴＞
①全国に して進 でいる診療 を とした在宅医療を とした体 に

けて、今後の供給の見 しを る とから始める
②病院に る在宅療養支援を進めるために、地域の と今後の需要 を ま

えた協議を進めてい
③ 市の を かし、医療介護 に る を めた体 を

ってい
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• 市
市 市

⼭
• 市

•
市
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＜班員からの提案＞

○医療人材の確保については、一般に、県で本気で取り組んでいただく必要があろうか

と思います。都市部と言っても、人口が流入しない地方都市は厳しい時代が待ってい

ると思います。 

　　制度もそうですが、対医師会や対大学に、県がちゃんとバックアップするという信

頼感が必要であると思います。

○高知県の医師確保は、かなり長期的に確保してきまして、30代半ばくらいまでの医師

が大分増えてきました。学費はなんとかしなければなりませんが、生活費は大丈夫な

程度の奨学金貸与です。キャリア形成プログラムにより研修・ 進路も保障されていま

す。へき地医療ではない（何科でも選べる。行政医もＯＫ）、特定の大学指定ではない、

専門医資格が取れ、維持できる、一定の期間、都市部（高知市、南国市）勤務は制限さ

れるが、勤務先は県立病院・公的病院・公立診療所だけではなく私立病院・診療所も

一部ある、と言うところなど、キャリア形成に重点が置かれているところがポイント

です。

療
•

•

• 市

•
市
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の の
（ 品川区）

在宅 等の

病 （ 、療養と ） い（ 平 の0.7 度）

在宅支援診療所 い（ 平 の1.4 ）

診療所、 診療所、 局 い。

対 の

※ 、 の で 、 対 で行 いてい い

病院の の に る、在宅医療の 保を す

の に て、在宅支援診療所の るのでは いか

施 （ 医療院、 機 宅 等）の 区

品川区の状況（Ⅰ）
＜地域概要＞
・東京都の南東部に位置（北は港区、渋⾕区、

⻄は⽬⿊区、南は⼤⽥区、東は東京湾に⾯する）
・⾯積 22.84km2 （東京都の⾯積の約１/96）
・⼈⼝ 40.2万⼈（2020年1⽉1⽇）
・⾼齢化率 20.8％（同上）
・⼈⼝推計

総⼈⼝ 2044年まで増加 → 44.8万⼈に
⽼齢⼈⼝ 2048年まで⼀貫して増加 → 29.4％に
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品川区の状況（Ⅱ）
＜ 要 ＞
１） に ては、⾼齢 て、⼈⼝の増加 る 、

の は増加の⼀ る
） 増加する 、 に2040年 、 ⾼齢 増
加 、 上に増⼤する

）20 0年 、 年齢⼈⼝ で 、 に の
の ⼤

品川区の （ ）
1 15 39 0 5 7 75
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の品川区 の ）
川
川

品川区の状況（Ⅲ）
1 、 、 １ る

は、
800 上の⼤ １
00 上 １（⼀ の １）
200 上 （⼀ １、 １）
100 上 （⼀ の 、 １）
0 上 （ の １、 １、 、

に 化し ）
0 （ １）

の 1 は、 ・ （ ）
441 、 4 、 241

に し 、増加
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の （品川区 の ）
の の

（ ）

⼀ 14.22 .4
（ 区 計） 2 2 8 . 6 1 216.46

⼀ 2 281 89.6 08.1

182 4 .0 2 . 0

69 198. 8 244.6
・ 0 0 4.

（品川区 の ）
の の

（ ）

10

川 川

441 114.00 1.

4 96.68 .8

241 62. 0 48. 2
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品川区の状況（Ⅳ）
＜ ＞
・ は （ の ）に る

、 で ま て る
26 る

・ の は に加 して 、 の
・

・ 、 には、
に る

・ 、 の
の 、 して る

品川区 の
の の

（ ）

１ 1 0.26 0.16
12 .10 2. 9
1 1 .18 8.92

計 64 16. 4 11.6
１ 0 0 0.16

0 0 0. 0
1 0.26 0. 1

計 1 0.26 1.1
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＜ ＞
１） の 、 に2040年までの の増⼤

に する の
） の に ・ で る して
）

＜ ＞
１） 、 る 、 の の

、 の増に て、 の 増加する
ま 、 の （ 区 ） る

） は、す て で 、 の⼈⼝増、 増に し、 の
、 の にする で

）区は、 ⼈ の に る に、
の る して る ⼀ は 、 に る

の
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　＜班員からの提案＞
○提案

１）ＪＭＡＰでの人口動態、2045年まで増え続ける医療需要から、在宅医療が増加し続

けることを確認し、医師会と共有する。

２）急変時の対応ができる病院として、200床以上の2病院に在宅療養後方支援病院に

なるように促す。

３）在宅療養支援病院が１つしかないので、残る200床未満の10病院に在宅療養支援病

院となるように促すとともに、地域包括ケア病床に転換するように促す。バックベッ

ドを増加するとともに病院の在宅医療への参入が実現する。

○東京都監察医務院の調査によると、

　2000年では、東京区部における自宅死亡数は7,636人であり、そのうち2,454人が

異状死でした。

　2011年の東京区部における自宅死亡数は1万2,688人であり、そのうち4490人が異

状死でした。

　東京区部での異状死率は、2000年の32.1％から10年程度で、2011年の35.4％に増

加しています。

　異状死の問題は、練馬区のみならず東京区部全域の問題かもしれません。

＜質問＞

○練馬区死亡分析の30年度版がありましたので、報告します。この報告書の課題は、

１）地域医療担当部地域医療課が報告をしていますが、どこにも保健所の名前がないの

ですが、保健所は係わっているのでしょうか。このような報告書の存在を練馬区保

健所は知っているのでしょうか。

２）非常に丁寧な分析をされているのにその対策が全く提案されていない。

３）既に、自宅死亡約1,017人の46％が異状死で（30％は病死、自然死、16％は病死以外）

で、年間467人程度の人が看取られることなく死んでいる現実をどう考えているかが

わからない。東京都では、このようなことがもう当たり前になっていると言うこと

でしょうか。

４）報告書では、将来の看取りの需要の多さは議論されていますが、それへの具体的戦

略は見えず、どの地域でもされている一般的な在宅介護連携の話をしている。

５）在宅看取りを他の区に大いに依存しているが、区での地域包括ケアというものは、

目指さないのか。目指さないとすると区間の連携や役割分担を検討しないのか。

６）東京都の各区では、このような分析をしているのでしょうか。それに関われている

保健所はどの程度あるのでしょうか（死亡個票は、保健所は分析できても、区役所の

他分野が独自に分析することは、法的に問題ないのでしょうかという疑問もあるの

ですが）。
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＜質問への回答＞

○練馬区の件　直接、練馬区に問い合わせをしていませんので、わかる範囲で

①分析報告書をざっと目をとおしました（作成されているのを、初めて知りました）。

非常に詳細に分析されており、私が知る限りは、他区でここまで分析はしていない

と思います。

       　　　　　　　

②組織は以下のようになっており、組織図からみると、保健所の関与（在宅医療につい

ても）は薄いと想像されます。

 　　◆健康部

 　　◆地域保健担当参事　　保健所長兼務

 　　◆練馬区保健所

 　　　　　健康推進課

 　　　　　生活衛生課

 　　　　　保健予防課

 　　　　　保健相談所

 　　◆地域医療担当部　（健康部長が担当部長を兼務）　

 　　　　－地域医療課

 　　　　　医療環境整備課

　

③在宅看取りの他区への依存

　　東京の特別区は人口密度も高く、在宅医療機関も各々、区をまたがり、診療を展

開しています。

　　通常の区民の受療行動も交通の便がよいため、隣の2次医療圏の病院の利用が多い

といったことも見られます。

　　特別区は各区で地域包括ケアを目指していますが、医療（診療所、病院）については、

もう少し広い範囲です。

　（隣接区の一部を含む等、必ずしも二次医療圏でない）で完結しています。

○孤独死について

　　今回、あらためて、区部の孤独死の多さを認識しました。孤独死については、ひと

り暮らし高齢者の見守りやアンプ確認等の事業で対応しているのが、現状です。

　　

① 東京都監察医務院の報告（少し古いですが、平成22年の東京都23区における孤独死

の実態）を見ますと、その状況は男女でまったく違います。

　　・件数は　男性：女性　２：１　

　　・男性　45～49歳階級から急増、60～64歳階級でピーク、その後の高齢者では低下

　　　女性　70歳以降の年齢階級から増加、80～84歳階級でピーク
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　　つまり、背景に　男性は社会からの孤立（男性の未婚の増加等）、女性は単身の高齢

者（配偶者との死別等）があると推測されます。

　

　②品川区での高齢者のいる世帯の約4割が単身世帯、夫婦のみ25％、同居が35％

　　といった状況で、単身世帯が多くなっており、この傾向は今後さらに進むと考えら

れます。

　　対策としては、

　　ひとり暮らし高齢者については、福祉部で、見守り、安否確認、相談等に関し事業

を実施しています。男性の社会からの孤立については、十分な取り組みはないように

思います。
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の の
（ ）

在宅 等の

病 （ 28 ）は 平 い 、 250 医療院に

在宅支援診療所等（ 28 ）は 平 、医 在

宅 率、 率（ 2 30）と に 平

対 の

医療の機 分 を推進し、病病連携・病診連携を

域 病 の 実を 在宅医療を

医療院等の 施 を 在宅医療の 体制の構築

医 の在宅医療 体制の

医療 の と の在宅医療の の
に た医 や 体との連携 ⼤

の状況（Ⅰ）
＜地域概要＞

東部 は、1 18 の⾯積（ の⾯積の4 ）で東は
南は して る の⼈⼝は22 999⼈、（2020.1.1推

計）、⾼齢率29. で、202 年には⼈⼝は21万⼈で⾼齢化率は .4 に
る る

の1 4 （⼈⼝ ⾼齢化率）は、 （188 46 ⼈、2 .9 ）、
（11 6 9⼈、 4.6 ）、 （ 01⼈、4 .6 ）、

（ 20 ⼈、 8.9 ）、 （1 4 ⼈、 . ）で る
には、 で る 置して 、

4 の て して 、
の の て る
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の

＜ ＞
4 、 2 、 は⼀ 6 、

2 、 11 （ 0年 ）
、 の⼀ の 8 （1 610 1 940 ） 、

て る
は、 1 、 で

、 は 00 で、 1 は100 の
で る

は に に て 、 に ⼤ の
の に て して る 、⼀部 では、 ⼤

て る ⼈⼝10万⼈ の は では 6
位で る 、東部 では、226.9⼈で の240.1⼈ て る

、 計 では、東部 の して、
（ ）、 、 、 上 て る

の状況（Ⅱ）
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の状況（Ⅲ）
＜ 要 ＞
１） 年齢⼈⼝は202 年 の⼀ で る⼀ で、 ⾼齢 は
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る
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１９ 損傷，中毒及びその他の

外因の影響（骨折）
２ 新生物（（悪性新生物）

（再掲））
４ 内分泌，栄養及び代謝疾患

（糖尿病）
５ 精神及び⾏動の障害（その

他の精神及び⾏動の障害）
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の状況（Ⅳ）
＜ ＞
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築 方

出 保健所 本

出 保健所の
管内は平成の で、（ ）出 の

県 保健所として

（ 出 ）以 の 域（ 平 、 ）と関 い。

管内 か（2017年９月 ）

175 1 5

5 以 50 9 5 率 29.1％

（75 以 2 787 ）

病院、県 病院、県 ここ の医療 には、 県から る。

在宅医療の進捗は

保健医療対 （医療計画の進捗、年 回）

医療・ 連携 （調 、年３回）

出 （保 ）の在宅医療・ 連携推進連 か
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管内の 推計

生 年 の 、

85 以 の を

２ 在宅医療の 的分析

・管内の医療機関 の 診療等

管内の現状の 診療 の2025 との を

３ 的評価

・ 宅 の

・ 院連携 （ ・ 宅 所 ）

島 県

手

・

島 県
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診療 の診療所・病院

・診療所在宅医（ 在宅医に う 医）の年 構成

・10年 度の 、 の 医 を

分析

（機 ）在支診、在支病、 域 病

、 、

医療院、 健・ 養 、 か

県

方

手

出 保健所の調査

• 島 県

•
•
•
• ・

•

島 県
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課題
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出 在宅医療 連携計画 2021年 10か年

在宅医療 に関 る （ 支援病院 ）の

の 院連携

支援 し （ 生 ）

出 総 医療 機 在宅 2019年

院 の 診療

かか 医からの で 診療 2020年

連

を して に 、

内 19か所 日・ で

島 県

後方

・

・

・

・

・

築

県

・ 2017 27
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